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第
七
章

災
害
時
の
高
齢
者
や
障
害
者
な
ど
へ
の
対
応

　
　
　
　
︱
阪
神
・
淡
路
か
ら
東
日
本
大
震
災
ま
で
の
対
応
の
展
開
と
今
後
の
見
通
し
︱

立
木 

茂
雄
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阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
の
高
齢
者
や
障
害
者
の
置
か
れ
た
社
会
的
状
況

　
　
　
　
　
　
　

︱「
災
害
弱
者
」モ
デ
ル
と
そ
の
批
判
的
検
討
︱

　

高
齢
者
や
障
害
者
は
災
害
時
に
被
害
が
集
中
す
る
と
い
う
事
実
は
、
古
く
か
ら
災
害
対
策
上
の
問
題
と
し
て
認
識
さ

れ
て
き
た
（e.g., Friedsam

. 

一
九
六
〇
／T

ierney et al., 

一
九
八
八
）。
管
（
二
〇
〇
〇
）
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
は

一
九
八
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
続
い
た
福
祉
施
設
の
火
災
で
、
自
力
で
の
避
難
が
困
難
な
高
齢
者
や
障
害
者
が
多
数

犠
牲
と
な
っ
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
災
害
対
策
上
特
別
な
配
慮
が
必
要
と
い
う
認
識
が
広
ま
り
「
災
害
弱
者
」
問
題

と
し
て
概
念
化
さ
れ
た
と
い
う
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
ま
で
の
「
災
害
弱
者
」
と
は
、
こ
の
よ
う
に
緊
急
対
応
の
観
点

か
ら
、
避
難
行
動
上
の｢

特
別
な
ニ
ー
ズ｣

（
林
，
一
九
九
六
）
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
が
初
め
て

採
用
さ
れ
た
一
九
九
一
年
度
版
の
防
災
白
書
で
は
、「
災
害
弱
者
」
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
。

①
自
分
の
身
に
危
険
が
差
し
迫
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
察
知
す
る
能
力
が
無
い
、
ま
た
は
困
難
な
者

② 

自
分
の
身
に
危
険
が
差
し
迫
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
察
知
し
て
も
適
切
な
行
動
を
取
る
事
が
で
き
な
い
、
ま
た
は

困
難
な
者

③
危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
受
け
取
る
事
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者

④ 

危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
受
け
取
る
事
が
で
き
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
適
切
な
行
動
を
と
る
事
が
で
き
な
い
、

ま
た
は
困
難
な
者

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
も
、
多
く
の
高
齢
者
が
犠
牲
と
な
っ
た
。
表
1
は
、
神
戸
新
聞
が
ま
と
め
た
阪
神
・
淡
路
大

震
災
犠
牲
者
の
年
齢
別
死
者
数
の
集
計
で
あ
る
。
六
十
代
以
上
の
死
者
は
全
死
亡
者
の
半
数
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

著
　
者

　
　

立
木　

茂
雄
（
た
つ
き
・
し
げ
お
）　

　
　

同
志
社
大
学
社
会
学
部
教
授

略
　
歴

　
　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
時
（
一
九
九
五
年
）
の
役
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
助
教
授

　
　

一
九
九
七
年 

～　

関
西
学
院
大
学
社
会
学
部
教
授

　
　
　
　
　
　
　
　
　

被
災
者
復
興
支
援
会
議
メ
ン
バ
ー

　
　

二
〇
〇
一
年
～　

同
志
社
大
学
文
学
部
教
授

　
　

二
〇
〇
六
年
～　

同
志
社
大
学
社
会
学
部
教
授

　
　

二
〇
一
四
年
～　

地
域
安
全
学
会
会
長
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当
て
は
め
て
、
両
者
を
比
較
し
た
（
図
１
参
照
）。

　

そ
の
結
果
、
ど
ち
ら
の
死
亡
年
齢
分
布
（
点
線
）
も
ワ
イ
ブ
ル
関

数
（
直
線
）
に
当
て
は
ま
る
こ
と
を
見
い
だ
し
た
が
、
そ
の
形
状
は

両
者
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
震
災
前
年
度
の
日
本
全
国
の
総
死

亡
者
の
年
齢
分
布
で
は
、
十
五
歳
ま
で
は
成
長
す
る
ほ
ど
死
亡
率
が

下
が
る
初
期
故
障
型
、
十
五
歳
か
ら
四
十
五
歳
ま
で
は
死
亡
率
が
一

定
の
偶
発
故
障
型
、
四
十
五
歳
以
降
は
自
然
老
化
に
伴
い
死
亡
率
が

急
増
す
る
摩
耗
故
障
型
と
な
り
、
総
死
亡
分
布
が
ワ
イ
ブ
ル
分
布
に

当
て
は
ま
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
西
宮
市
の
死
亡
分

布
に
ワ
イ
ブ
ル
関
数
を
当
て
は
め
た
時
、
二
つ
の
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。

　

第
一
に
、
一
歳
か
ら
四
十
五
歳
ま
で
の
死
亡
率
は
前
年
度
の
日
本

全
国
の
死
亡
率
と
比
較
し
て
圧
倒
的
に
高
か
っ
た
。「
普
通
に
人
間

が
死
ん
で
い
く
と
い
う
現
象
と
し
て
今
回
の
震
災
を
と
ら
え
た
ら
、

図１　
死亡年齢分布のワイブル関数あてはめによる分析結果

や
は
り
た
く
さ
ん
の
若
い
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
」（
林
・
村
上
，
二
〇
〇
三
，
p
．一
〇
六
）
が
見
え
て

き
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
西
宮
の
死
亡
分
布
で
は
初
期
故
障
型
の
形
状
が
存
在
せ
ず
、
一
歳
か
ら
四
十
五
歳
ま
で
死

亡
率
が
一
定
の
偶
発
故
障
型
の
分
布
形
状
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、死
因
が
個
人
の
年
齢
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
、

「
ど
ん
な
家
に
住
ん
で
い
た
か
で
、
五
歳
の
子
ど
も
も
十
五
歳
の
子
ど
も
も
二
十
歳
の
若
者
も
、
三
十
歳
、
四
十
歳
の

人
も
、
ほ
ぼ
一
様
に
偶
発
的
に
亡
く
な
っ
て
」（
林
・
村
上
，
二
〇
〇
三
，
p
．一
〇
六
）
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
災
害
時
に
お
け
る
高
齢
者
や
障

害
者
の
保
護
の
重
要
性
は
改
め
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
さ
ら
に
緊
急
対
応
期
だ
け
の
問
題
で
は

な
く
、避
難
所
（
上
田
， 

二
〇
一
二
）
や
仮
住
ま
い
、

そ
し
て
恒
久
住
宅
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
て
も
対
策
が

求
め
ら
れ
る
対
象
（
林
， 

一
九
九
六
）
と
し
て
人
口

に
膾か

い
し
ゃ炙

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
管
，
二
〇
〇
〇
／

田
中
・
標
葉
・
丸
山
，
二
〇
一
二
）。

出典：神戸新聞2004年 5 月14日

注：阪神・淡路大震災の死者数に
ついては消防庁が2006年5月19日
発表した6434名、不明3名が確定
の死者・行方不明者数である。

（http://web.pref.hyogo.jp/pa20/
pa20_000000015.html）

表１　阪神・淡路大震災犠牲者の
　　　年齢区分別分布

高
齢
が
理
由
で
被
害
が
集
中
し
た
の
か
？

　
「
高
齢
者
や
障
害
者
は
災
害
弱
者
と
な
る
」、「
そ
の
た
め
に
特
別
の
配
慮
や
対
応
が
必
要
で
あ
る
」、
と
い
っ
た
言
説

は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
、
自
明
の
こ
と
と
な
り
、
社
会
的
な
通
念
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、「
な

ぜ
高
齢
者
や
障
害
者
に
被
害
が
集
中
す
る
の
か
」、「
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
の
か
」、「
そ
も
そ
も
被

害
は
高
齢
者
や
障
害
者
だ
け
に
集
中
し
た
の
か
」、
と
い
っ
た
問
い
は
、
広
く
社
会
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
本
質
的
な
問
い
を
発
し
た
研
究
は
存
在
し
て
い
る
（
呂
ら
， 

一
九
九
九
／
林
・
村
上
，
二

〇
〇
三
／
松
本
・
立
木
，
二
〇
〇
九
）。

　

呂
ら
（
一
九
九
九
）
は
、
死
亡
者
の
年
齢
分
布
が
信
頼
性
工
学
に
お
い
て
材
料
の
破
壊
や
機
械
の
故
障
の
発
生
な
ど

を
説
明
す
る
際
に
用
い
る
ワ
イ
ブ
ル
（
故
障
分
布
）
関
数
に
当
て
は
ま
る
と
い
う
事
実
を
も
と
に
、
西
宮
市
で
の
震
災

直
接
死
者
九
百
八
十
一
名
の
年
齢
別
分
布
と
、
震
災
前
年
度
の
日
本
の
総
死
亡
者
の
年
齢
別
分
布
に
ワ
イ
ブ
ル
関
数
を

年齢 死者数
10歳未満 253
10代 314
20代 479
30代 264
40代 484
50代 872
60代 1219
70代 1283
80代 1080
90歳以上 176
身元不明 9

6433
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あ
る
。

　

図
３
は
長
田
区
同
様
に
火
災
の
大
規
模
な
延
焼
が

発
生
し
た
灘
区
の
死
亡
率
を
推
定
す
る
パ
ス
図
で
あ

る
。
灘
区
で
も
住
宅
全
壊
と
火
損
が
死
亡
率
を
直
接

に
規
定
し
て
お
り
、
住
宅
全
壊
率
は
ア
ン
ケ
ー
ト
震

度
と
地
域
の
脆
弱
性
と
い
う
二
つ
の
規
定
因
に
左
右

さ
れ
る
と
い
う
全
体
の
構
図
は
長
田
区
と
似
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
脆
弱
性
の
中
身
は
長
田
区
と
は

大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
灘
区
で
は
年
収
二
百
万
未

満
世
帯
指
数
と
二
十
～
二
十
四
歳
比
率
が
脆
弱
性
を

反
映
す
る
正
の
指
標
、
そ
し
て
六
十
五
歳
以
上
人
口

率
は
脆
弱
性
の
負
の
指
標
と
な
っ
て
い
た
。
灘
区
で

は
、
老
朽
化
し
た
住
宅
に
居
住
す
る
こ
と
を
余
儀
な

図3　�灘区における死亡率推定の構造方程式
モデル（若年・低所得層全壊型）

く
さ
れ
て
い
た
大
学
生
を
中
心
と
し
た
二
十
代
前
半
の
低
所
得
層
が
、
地
震
動
に
よ
る
住
宅
倒
壊
の
結
果
と
し
て
死
亡

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
灘
区
で
高
齢
者
率
の
高
い
地
域
は
、住
宅
の
耐
震
性
能
が
む
し
ろ
高
か
っ
た（
す

な
わ
ち
脆
弱
性
が
低
い
）
こ
と
も
併
せ
て
示
唆
さ
れ
た
。

　

最
後
の
図
４
は
東
灘
区
の
死
亡
率
を
推
定
す
る
パ
ス
図
で
あ
る
。
東
灘
区
で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
震
度
と
世
帯
収
入
指

数
が
住
宅
全
壊
率
を
規
定
し
、
こ
れ
が
死
亡
率
を
決
定
し
て
い
た
。
世
帯
収
入
に
つ
い
て
は
二
百
万
未
満
世
帯
の
率
が

高
い
地
域
は
住
宅
全
壊
率
に
対
し
て
正
の
効
果
が
、
ま
た
一
千
万
以
上
世
帯
の
率
が
高
い
地
域
は
住
宅
全
壊
率
を
抑
止

す
る
負
の
直
接
効
果
が
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
時
に
一
千
万
以
上
世
帯
率
は
、
死
亡
率
に
対
し
て
は
正
の
直
接
効
果
も
認
め
ら
れ
た
。
東
灘
区
の
北

　

松
本
・
立
木
（
二
〇
〇
九
）
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
神
戸
市
に
お
け
る
直
接
死
者
三
千
八
百
九
十
五
名
を
対
象

に
、
死
者
が
多
数
発
生
し
た
神
戸
市
内
七
区
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
町
通
り
単
位
で
の
死
亡
率
を
説
明
す
る
構
造
方

程
式
モ
デ
ル
を
構
築
し
た
。
モ
デ
ル
に
組
み
込
ま
れ
た
の
は
、
町
通
り
単
位
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
震
度
・
高
齢
者
比
率
・

二
十
～
二
十
四
歳
比
率
・
年
収
二
百
万
円
世
帯
指
数
・
年
収
一
千
万
円
世
帯
指
数
・
住
宅
全
壊
率
・
死
亡
率
な
ど
で
あ
る
。

　

図
2
は
長
田
区
の
死
亡
率
の
推
定
式
を
パ
ス
図
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
田
区
で
は
住
宅
の
全
壊
と
火
損
が
死

亡
率
を
直
接
に
規
定
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ど
ち
ら
も
ア
ン
ケ
ー
ト
震
度
の
影
響
を
受
け
て
い
た

図２　�長田区における死亡率推定の構造方程式
モデル（火災・低所得層全壊型）

が
、
住
宅
全
壊
率
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
地
域
の
脆

弱
性
の
影
響
も
等
し
く
受
け
て
い
た
。
長
田
区
の
住

宅
全
壊
に
関
与
し
た
脆
弱
性
は
、
六
十
五
歳
以
上
の

人
口
率
・
二
百
万
未
満
世
帯
指
数
・
民
営
借
家
率
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。

　

災
害
に
よ
る
被
害
や
損
失
は
、
災
害
誘
因
と
し
て

の
地
震
動
と
い
う
ハ
ザ
ー
ド
お
よ
び
そ
の
暴
露
、
そ

し
て
脆
弱
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
（W

isner et 
al., 

二
〇
〇
三
）。
長
田
区
の
場
合
、
町
通
り
で
高
齢

者
が
多
い
こ
と
は
脆
弱
性
の
一
部
を
構
成
し
て
い
た

が
、
こ
れ
は
低
所
得
層
や
民
営
借
家
が
多
い
と
こ
ろ

ほ
ど
高
齢
の
居
住
者
の
住
宅
は
老
朽
化
し
て
お
り
、

そ
の
た
め
耐
震
性
能
が
低
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
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は
「
災
害
弱
者
」
言
説
の
源
流
に
あ
る
「
障
害
の
個
人
モ
デ
ル
」
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

障
害
の
個
人
モ
デ
ル
か
ら
社
会
モ
デ
ル
へ

　

こ
こ
で
、
冒
頭
に
あ
げ
た
一
九
九
一
年
度
版
の
防
災
白
書
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
災
害
弱
者
」
の
定
義
①
か
ら
④
に
再

び
注
目
し
て
み
よ
う
。
①
は
「
危
険
を
察
知
す
る
能
力
が
無
い
、
ま
た
は
困
難
な
者
」、
②
は
「
危
険
を
察
知
し
て
も

適
切
な
行
動
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者
」、
③
は
「
危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
受
け
取
る
事
が
で

き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者
」、
そ
し
て
④
は
「
危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
受
け
取
る
事
が
で
き
て
も
適
切
な
行
動
を

取
る
事
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者
」
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
身
体
的
・
知
的
・
精
神
的
な
機
能
の
不
全
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
は
個
人
に
内
在
す
る
属
性
と

し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
危
険
を
察
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、災
害
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、

行
動
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
等
々
か
ら
災
害
時
に
不
利
益
が
生
ま
れ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考

え
方
の
枠
組
み
で
は
、問
題
の
対
処
策
は
身
体
的
・
知
的
・
精
神
的
な
恒
久
的
欠
損（
イ
ン
ペ
ア
メ
ン
ト
）を「
治
療
」し
、

少
し
で
も
そ
の
機
能
を
高
め
る
か
、
そ
れ
が
難
し
い
場
合
に
は
、
機
能
を
補
う
た
め
の
技
法
や
振
る
舞
い
を
当
事
者
本

人
が
身
に
つ
け
る
か
（
星
加
，
二
〇
〇
七
）、
あ
る
い
は
善
意
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
機
能
不
全
者
の
機
能
を
代
替

す
る
（O

liver, 

一
九
九
〇=

二
〇
〇
六
）
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
医
学
的
な
認
識
枠
組
み
は
、Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世

界
保
健
機
関
）
が
一
九
八
〇
年
に
示
し
た
国
際
障
害
分
類
（International Classification of Im

pairm
ents, D

is
abilities and H

andicaps, ICID
H

）で
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、い
わ
ば
当
時
の
正
統
な
障
害
の
と
ら
え
方
で
あ
っ
た
。

　
「
災
害
弱
者
」
概
念
が
提
唱
さ
れ
た
一
九
九
一
年
、
そ
し
て
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
つ
な
が
る
一
九
九
〇
年
代
の
時

点
に
立
ち
返
っ
て
み
る
と
、「
当
事
者
個
人
に
内
在
す
る
身
体
的
・
知
的
・
精
神
的
な
恒
久
的
欠
損（
イ
ン
ペ
ア
メ
ン
ト
）

は
阪
急
電
鉄
か
ら
南
は
J
R
ま
で
の
住
宅
地
で
は
、
一
千
万
以
上

世
帯
で
も
住
宅
の
築
年
が
古
く
、
耐
震
性
能
が
低
か
っ
た
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
さ
ら
に
東
灘
区
で
は
、
地
域
の
高
齢
者
率

や
若
年
層
率
は
脆
弱
性
の
指
標
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
長
田
区
、
灘
区
、
東
灘
区
の
死
亡
率
を
推
定
す

る
構
造
方
程
式
モ
デ
ル
を
検
討
し
た
が
、
耐
震
性
能
の
低
い
（
老

朽
化
し
た
脆
弱
性
の
高
い
）
住
宅
が
地
震
動
と
い
う
ハ
ザ
ー
ド
に

曝
さ
れ
た
結
果
と
し
て
死
者
は
発
生
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
地

域
に
よ
っ
て
脆
弱
性
の
特
徴
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。

長
田
区
で
は
、
低
所
得
層
や
民
営
借
家
が
多
い
と
こ
ろ
ほ
ど
高
齢

の
居
住
者
の
住
宅
は
老
朽
化
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
長
田
地
域
の

脆
弱
性
を
構
成
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
灘
区
で
は
低
所
得

層
や
若
年
層
が
多
く
居
住
す
る
地
域
の
住
宅
の
老
朽
度
が
一
番
の

脆
弱
性
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
灘
区
に
あ
っ
て
は
高
齢
者

図4　�東灘区における死亡率推定の構造方程式
モデル（低所得層・高所得層全壊型）

の
多
く
居
住
す
る
地
域
の
住
宅
性
能
は
む
し
ろ
高
く
、
脆
弱
性
は
相
対
的
に
低
か
っ
た
こ
と
も
併
せ
て
示
唆
し
た
。
東

灘
区
で
は
、
全
般
的
に
世
帯
の
収
入
の
低
さ
が
脆
弱
性
の
要
因
と
な
っ
て
い
た
が
、
立
地
に
よ
っ
て
は
高
所
得
世
帯
で

も
死
亡
率
が
高
く
な
る
地
域
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。

　

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
死
者
数
に
関
す
る
実
証
的
な
研
究
を
二
つ
紹
介
し
た
が
、
そ
の
ど
ち
ら
も
高
齢
で
あ
る
こ
と

が
死
亡
の
直
接
の
要
因
で
は
な
く
、
住
宅
性
能
の
低
さ
を
も
た
ら
す
脆
弱
性
が
、
地
震
動
と
い
う
ハ
ザ
ー
ド
に
暴
露
さ

れ
る
結
果
と
し
て
死
者
は
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
科
学
的
な
検
討
と
議
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
「
高
齢
者
・
障
害
者
＝
災
害
弱
者
」
と
い
う
言
説
は
説
得
力
を
も
っ
て
一
般
に
流
布
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
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て
、
一
九
八
〇
年
代
に
英
国
の
国
勢
調
査
局
で
用
い
ら
れ
て
い
た
障
害
者
調
査
の
項
目
を
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
立
場
か

ら
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
例
示
し
て
い
る
（
星
加
，
二
〇
〇
七
，
p
p
．四
七-

四
八
）。

質
問
一

・
個
人
モ
デ
ル
「
あ
な
た
の
具
合
が
悪
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
す
か
？
」

・
社
会
モ
デ
ル
「
社
会
の
具
合
が
悪
い
と
こ
ろ
は
ど
こ
で
す
か
？
」

質
問
二

・ 

個
人
モ
デ
ル
「
あ
な
た
が
物
を
持
っ
た
り
握
っ
た
り
ひ
ね
っ
た
り
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
ど

ん
な
病
状
で
す
か
？
」

・ 

社
会
モ
デ
ル「
あ
な
た
が
物
を
持
っ
た
り
握
っ
た
り
ひ
ね
っ
た
り
す
る
こ
と
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、瓶
・

や
か
ん
・
缶
等
の
日
用
品
の
ど
ん
な
欠
陥
で
す
か
？
」

質
問
三

・ 

個
人
モ
デ
ル
「
あ
な
た
は
、
主
に
聴
覚
に
問
題
が
あ
る
こ
と
で
、
人
々
の
言
葉
を
理
解
す
る
の
が
困
難
で
す

か
？
」

・
社 

会
モ
デ
ル
「
あ
な
た
は
、
人
々
が
あ
な
た
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
、

人
々
の
言
葉
を
理
解
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
か
？
」

質
問
四

・ 

個
人
モ
デ
ル
「
あ
な
た
に
は
日
常
生
活
を
制
約
す
る
よ
う
な
損
傷
・
欠
損
・
欠
陥
が
あ
り
ま
す
か
？
」

・ 

社
会
モ
デ
ル
「
損
傷
・
欠
損
・
欠
陥
に
対
す
る
人
々
の
反
応
が
、
あ
な
た
の
日
常
生
活
を
制
約
し
て
い
ま
す

か
？
」

が
原
因
と
な
っ
て
、
正
常
と
考
え
ら
れ
る
方
法
や
範
囲
で
行
為
を
遂
行
す
る
能
力
に
何
ら
か
の
制
約
・
欠
如
が
生
じ
、

そ
の
結
果
と
し
て
不
利
益
（
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
）
が
生
ま
れ
る
」
と
い
う
医
学
的
な
認
識
枠
組
み
は
、
世
界
的
に
み

て
も
主
流
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
当
事
者
の
不
利
益
を
当
事
者
個
人
の
属
性
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
認
識
枠
組
み
の
故
に
、「
高

齢
者
や
障
害
者
は
災
害
弱
者
と
な
る
」と
い
っ
た
言
説
は
自
明
視
さ
れ
、社
会
的
な
通
念
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
っ
た
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
認
識
枠
組
み
の
故
に
、「
な
ぜ
高
齢
者
や
障
害
者
に
被
害
が
集
中
す
る
の
か
」、「
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
の
か
」、「
そ
も
そ
も
被
害
は
高
齢
者
や
障
害
者
だ
け
に
集
中
し
た
の
か
」、
と
い
っ
た
当
事

者
と
自
然
環
境
、
構
造
物
や
社
会
環
境
と
の
相
互
作
用
に
関
わ
る
本
質
的
な
問
い
は
、
広
く
社
会
の
注
目
を
集
め
る
こ

と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
異
を
唱
え
る
動
き
が
欧
米
で
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら
（O

liver, 

一
九
九
〇=

二
〇
〇
六
）、
日
本
で

も
二
〇
〇
〇
年
代
前
後
か
ら
（
長
瀬
，
一
九
九
八
／
倉
本
，
二
〇
〇
二
／
星
加
，
二
〇
〇
七
）
本
格
化
し
た
。
そ
れ
が

障
害
の「
社
会
モ
デ
ル
」で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
で
は
、「
障
害
の
問
題
と
は
ま
ず
障
害
者
が
経
験
す
る
社
会
的
不
利（
益
）

の
こ
と
な
の
で
あ
り
そ
の
原
因
は
社
会
に
あ
る
」（
星
加
，
二
〇
〇
七
，
ｐ
．三
七
）
と
す
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
「
障

害
の
社
会
モ
デ
ル
」
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
障
害
の
身
体
的
・
知
的
・
精
神
的
機
能
不
全
の
位
相

が
こ
と
さ
ら
に
取
り
出
さ
れ
、
そ
の
克
服
が
障
害
者
個
人
に
帰
責
さ
れ
」（
星
加
，
二
〇
〇
七
，
ｐ
．三
七
）
る
か
、
あ

る
い
は
社
会
の
善
意
に
そ
の
解
決
策
を
求
め
る
（T

w
igg et al., 

二
〇
一
一
）
認
識
枠
組
み
を
障
害
者
の
無
力
化
（dis

ablem
ent

）
に
つ
な
が
る
「
障
害
の
個
人
モ
デ
ル
」
で
あ
る
と
批
判
し
、
障
害
者
解
放
の
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
の
大

き
な
転
換
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
（O

liver, 

一
九
九
〇=
二
〇
〇
六
）。

　
「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
の
提
唱
者
と
な
っ
た
オ
リ
バ
ー
は
、
障
害
者
の
不
利
益
の
原
因
帰
属
を
巡
る
転
換
に
つ
い
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・ （
社
会
モ
デ
ル
）
危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
が
伝
わ
っ
て
い
て
も
、
周
囲
か
ら
の
適
切
な
支
援
行
動
と
結
び
つ

か
な
い
状
況
に
お
か
れ
た
者

　

以
上
の
よ
う
な
不
利
益
の
原
因
帰
属
を
「
社
会
モ
デ
ル
」
に
よ
り
変
換
し
た
後
で
立
ち
現
れ
る
も
の
こ
そ
、
二
〇
〇

五
年
三
月
に
提
唱
さ
れ
る
「
災
害
時
要
援
護
者
」
モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
次
章
で
は
、「
災
害

弱
者
」モ
デ
ル
に
代
わ
る
新
し
い
モ
デ
ル
と
し
て
の「
災
害
時
要
援
護
者
」概
念
が
ど
の
よ
う
に
社
会
的
に
構
築
さ
れ
、

そ
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
社
会
に
与
え
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
以
降
の
と
り
組
み

　
　
　
　
　
　
　

︱「
災
害
時
要
援
護
者
」モ
デ
ル
の
出
現
︱

　
「
災
害
時
要
援
護
者
」
や
「
避
難
行
動
要
支
援
者
」
と
い
っ
た
用
語
が
社
会
に
発
せ
ら
れ
る
き
っ
か
け
は
、
二
〇
〇

四
年
七
月
の
新
潟
・
福
島
豪
雨
水
害
時
に
被
害
が
高
齢
者
に
集
中
し
た
事
態
を
受
け
て
「
集
中
豪
雨
時
等
に
お
け
る
情

報
伝
達
及
び
高
齢
者
等
の
避
難
支
援
に
関
す
る
検
討
会
」
が
二
〇
〇
四
年
十
月
に
発
足
し
、
二
〇
〇
五
年
三
月
に
「
災

害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）
が
内
閣
府
よ
り
公
開
さ
れ
た
こ
と
を
契
機

と
す
る
。
以
下
に
そ
の
間
の
経
緯
を
簡
単
に
追
っ
て
み
よ
う
。

二
〇
〇
四
年
七
月
新
潟
豪
雨
水
害

　

新
潟
県
で
は
、
水
害
被
害
者
十
五
名
中
六
十
五
歳
以
上
が
十
二
名
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
う
ち
九
名
が
七
十
五
歳
以

上
の
高
齢
者
に
集
中
し
て
い
た
。
こ
の
事
態
を
受
け
て
発
足
し
た
「
集
中
豪
雨
時
等
に
お
け
る
情
報
伝
達
及
び
高
齢
者

　
「
社
会
モ
デ
ル
」
に
準
拠
し
て
、
一
九
九
一
年
度
版
防
災
白
書
の
「
災
害
弱
者
」
の
定
義
を
言
い
換
え
れ
ば
次
の
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。

①　

危
険
の
察
知

・ （
災
害
弱
者
モ
デ
ル
）
自
分
の
身
に
危
険
が
差
し
迫
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
察
知
す
る
能
力
が
無
い
、
ま
た
は

困
難
な
者

・ （
社
会
モ
デ
ル
）
自
分
の
身
に
危
険
が
差
し
迫
っ
た
場
合
、
周
囲
が
そ
の
危
険
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

状
況
に
お
か
れ
た
者

②　

危
険
時
の
行
動

　

・ （
災
害
弱
者
モ
デ
ル
）
自
分
の
身
に
危
険
が
差
し
迫
っ
た
場
合
、
そ
れ
を
察
知
し
て
も
適
切
な
行
動
を
取
る

事
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者

　

・ （
社
会
モ
デ
ル
）
自
分
の
身
に
危
険
が
差
し
迫
っ
た
場
合
、
周
囲
が
そ
れ
を
察
知
し
、
周
囲
か
ら
の
適
切
な

支
援
行
動
と
結
び
つ
か
な
い
状
況
に
お
か
れ
た
者

③　

災
害
情
報
の
受
け
取
り

　

・ （
災
害
弱
者
モ
デ
ル
）
危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
受
け
取
る
事
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者

　

・ （
社
会
モ
デ
ル
）
危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
周
囲
が
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
、
災
害
情
報
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
お
か
れ
た
者

④　

災
害
情
報
受
け
取
り
後
の
行
動

　

・ （
災
害
弱
者
モ
デ
ル
）
危
険
を
知
ら
せ
る
情
報
を
受
け
取
る
事
が
で
き
て
も
、
そ
れ
に
対
し
て
適
切
な
行
動

を
と
る
事
が
で
き
な
い
、
ま
た
は
困
難
な
者
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か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

以
上
と
同
様
の
結
論
は
、
検
討
会
座
長
の
廣
井
脩
や
同
会
委
員
の
田
中
淳
東
洋
大
教
授
（
当
時
）
に
よ
る
内
閣
府
の

検
討
会
の
現
地
調
査
で
も
得
ら
れ
た
。
こ
れ
を
も
と
に
第
一
回
目
の
検
討
会
は
三
条
市
の
第
三
グ
ル
ー
プ
の
事
例
に
焦

点
を
当
て
た
。
三
条
市
の
嵐
南
地
区
で
は
従
前
か
ら
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
時
間
的
な
余

裕
が
な
か
っ
た
た
め
、
近
隣
に
よ
る
共
助
が
十
分
機
能
せ
ず
、
多
く
の
高
齢
者
が
犠
牲
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
災
害
時

に
備
え
て
行
政
内
部
で
関
係
す
る
防
災
部
局
と
福
祉
部
局
が
連
携
し
、
自
治
体
等
の
支
援
を
必
要
と
す
る
災
害
時
要
援

護
者
の
状
況
を
十
分
把
握
し
て
お
く
よ
う
な
対
策
を
事
前
に
と
る
こ
と
が
不
可
欠
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

　

二
〇
〇
四
年
十
月
に
発
足
し
た
「
集
中
豪
雨
時
等
に
お
け
る
情
報
伝
達
及
び
高
齢
者
等
の
避
難
支
援
に
関
す
る
検
討

会
」
は
、
検
討
期
間
中
に
さ
ら
に
発
生
し
た
同
年
十
月
の
台
風
23
号
水
害
や
新
潟
中
越
地
震
時
の
実
情
な
ど
も
参
考
に

し
て
二
〇
〇
五
年
三
月
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
し
た
。
こ
の
二
〇
〇
四
年
度
版
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
主
眼
は
、
災
害

情
報
の
発
令
に
当
た
っ
て
、
従
来
か
ら
の
避
難
勧
告
や
避
難
指
示
の
発
信
の
前
段
階
と
し
て
、
高
齢
者
等
の
災
害
時
の

避
難
に
支
援
を
要
す
る
者
に
向
け
て
避
難
を
促
す
「
避
難
準
備
（
要
援
護
者
避
難
）
情
報
」
を
新
た
に
設
け
た
こ
と
、

避
難
行
動
に
支
援
を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
基
礎
自
治
体
が
対
象
者
の
状
況
を
事
前
に
把
握
し
、
避
難
支
援
プ
ラ

ン
を
作
成
す
る
な
ど
の
対
策
を
取
る
よ
う
求
め
た
点
に
あ
る
（
集
中
豪
雨
時
等
に
お
け
る
情
報
伝
達
及
び
高
齢
者
等
の

避
難
支
援
に
関
す
る
検
討
会
，
二
〇
〇
五
）。

　

翌
二
〇
〇
五
年
度
は
、
関
係
機
関
等
の
間
で
の
連
携
を
中
心
と
し
た
避
難
支
援
方
策
や
避
難
行
動
後
の
避
難
所
で
の

生
活
支
援
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
た
め
、「
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
対
策
に
関
す
る
検
討
会
」
を
新
た
に
設

等
の
避
難
支
援
に
関
す
る
検
討
会
」
の
第
一
回
目
の
検
討
会
議
事
概
要
（
内
閣
府 

二
〇
〇
四
）
に
よ
る
と
、
廣
井
脩

東
大
教
授
（
当
時
）
に
よ
る
座
長
挨
拶
の
中
で
「
災
害
時
要
援
護
者
」
が
初
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
高
齢
者
等
の

避
難
支
援
関
係
」
と
い
う
当
初
に
事
務
局
が
設
定
し
た
議
事
に
関
す
る
検
討
内
容
の
第
一
番
目
に
「
災
害
時
要
援
護
者

に
つ
い
て
、
障
害
の
程
度
や
生
活
状
況
等
に
応
じ
て
、
情
報
面
で
の
支
援
や
行
動
面
で
の
支
援
を
決
め
て
お
く
な
ど
、

よ
り
き
め
細
か
く
対
策
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
」
と
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
事
概
要
か
ら
は
、「
災
害
時

要
援
護
者
」
が
事
務
局
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
廣
井
座
長
の
挨
拶
お
よ
び
そ
の
後
の

議
論
の
中
で
概
念
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
議
論
の
基
に
な
っ
た
の
が
七
月
豪
雨
災
害

に
関
わ
る
現
地
調
査
か
ら
の
知
見
で
あ
っ
た
。

　

林
・
立
木
（
二
〇
〇
四
）
は
、
文
部
科
学
省
の
突
発
災
害
調
査
に
よ
る
「
平
成
16
年
7
月
新
潟
・
福
島
、
福
井
豪
雨

災
害
に
関
す
る
調
査
研
究
」
の
中
間
報
告
会
で
、
新
潟
水
害
に
お
け
る
中
之
島
町
（
当
時
）
の
三
名
、
三
条
市
の
九
名

に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
り
被
害
が
発
生
し
た
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
報
告
し
、
被
害
が
三
つ
の
グ
ル

ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

第
一
グ
ル
ー
プ
は
中
之
島
町
（
当
時
）
の
三
名
で
、
全
員
が
健
康
な
七
十
五
歳
以
上
高
齢
者
で
あ
っ
た
。
三
名
の
住

宅
は
刈
谷
田
川
左
岸
の
破
堤
点
の
近
傍
に
あ
り
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
浸
水
深
を
記
録
し
て
い
た
。
破
堤
直
後
の
速
い

流
速
が
も
た
ら
し
た
大
き
な
流
体
力
に
よ
る
家
屋
倒
壊
が
直
接
の
死
因
で
あ
っ
た
。
第
二
グ
ル
ー
プ
は
三
条
市
の
五
十

嵐
川
の
破
堤
点
付
近
で
遺
体
が
発
見
さ
れ
た
五
名
で
、
全
員
が
六
十
五
歳
以
下
の
若
年
層
で
あ
り
、
逃
げ
場
の
な
い
屋

外
に
い
て
破
堤
直
後
の
水
流
に
巻
き
込
ま
れ
被
災
し
て
い
た
。
第
三
グ
ル
ー
プ
は
三
条
市
の
市
街
地
で
あ
る
嵐
南
地
区

の
四
名
で
、歩
行
困
難
、要
介
護
認
定
を
受
け
た
七
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
で
あ
り
、全
員
が
屋
内
で
死
亡
し
て
い
た
。

こ
の
四
名
の
直
接
の
死
因
は
、
避
難
勧
告
が
発
令
さ
れ
た
時
、
避
難
移
動
を
支
援
す
る
人
が
ま
わ
り
に
存
在
し
て
い
な
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で
あ
る
。
一
方
、
続
く
三
段
落
目
以
降
で
示
さ
れ
た
〈
例
〉
は
、
当
事
者
個
人
の
属
性
（
要
介
護
度
、
障
害
程
度
な
ど
）

に
よ
っ
て
対
象
者
を
類
型
化
す
る
記
述
も
共
存
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
障
害
者
の
不
利
益
の
す
べ
て
を
社
会
に
帰
責

す
る
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
全
面
的
な
採
用
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
改
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
初
め
て
記
載
さ

れ
た
避
難
生
活
時
の
支
援
に
つ
い
て
も
、
一
般
の
指
定
避
難
所
を
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
す
る
社
会
包
摂
的
（
イ
ン
ク
ル
ー

シ
ブ
）
な
視
点
で
は
な
く
、
福
祉
避
難
所
の
設
置
・
活
用
を
促
す
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
た
。

　

前
章
で
紹
介
し
た
オ
リ
バ
ー
に
よ
る
障
害
者
調
査
の
項
目
の
「
社
会
モ
デ
ル
」
の
立
場
か
ら
の
言
い
換
え
例
の
五
番

目
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

質
問
五

・ 

個
人
モ
デ
ル
「
あ
な
た
は
、
長
期
間
に
わ
た
る
健
康
上
の
問
題
や
障
害
の
た
め
に
、
特
殊
学
校
に
通
っ
て
い

ま
す
か
？
」

・ 

社
会
モ
デ
ル
「
あ
な
た
は
、
長
期
間
に
わ
た
る
健
康
上
の
問
題
や
障
害
の
あ
る
人
は
特
殊
学
校
に
通
う
の
が

望
ま
し
い
と
い
う
地
方
教
育
局
の
方
針
の
た
め
に
、
特
殊
学
校
に
通
っ
て
い
ま
す
か
？
」

　
「
福
祉
避
難
所
の
設
置
・
活
用
の
促
進
」
は
、
当
事
者
の
意
思
や
希
望
か
ら
で
は
な
く
、
当
局
の
方
針
と
し
て
提
唱

さ
れ
て
い
る
点
で
、
オ
リ
バ
ー
の
質
問
五
と
同
形
の
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
対
策
の
前
提
が
「
個
人
モ
デ
ル
」
に
立
脚

し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
二
〇
〇
五
年
三
月
に
公
開
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、「
社
会
モ
デ
ル
」
に
由
来
す
る
理
念
は
盛
り

込
ま
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
具
体
の
手
順
に
関
す
る
記
述
で
は
対
象
者
の
同
定
の
た
め
の
身
体
構
造
や
機
能
に
関
す

る
分
類
も
共
存
し
て
い
た
。
さ
ら
に
当
事
者
を
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
視
点
か
ら
社
会
的
に
包
摂
す
る
「
一
般
制

度
的
」
対
応
を
志
向
す
る
の
で
は
な
く
、
要
援
護
者
に
は
一
般
指
定
避
難
所
で
は
な
く
福
祉
避
難
所
を
別
に
用
意
す
る

置
し
、
そ
の
検
討
成
果
に
基
づ
き
二
〇
〇
六
年
三
月
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
訂
を
行
い
、
内
容
の
充
実
を
図
っ
た
。
二

〇
〇
五
年
度
版
改
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
「
災
害
時
要
援
護
者
」
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
た
。

　

い
わ
ゆ
る
「
災
害
時
要
援
護
者
」
と
は
、
必
要
な
情
報
を
迅
速
か
つ
的
確
に
把
握
し
、
災
害
か
ら
自
ら
を
守
る

た
め
に
安
全
な
場
所
に
避
難
す
る
な
ど
の
災
害
時
の
一
連
の
行
動
を
と
る
の
に
支
援
を
要
す
る
人
々
を
い
い
、
一

般
的
に
高
齢
者
、
障
害
者
、
外
国
人
、
乳
幼
児
、
妊
婦
等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

要
援
護
者
は
新
し
い
環
境
へ
の
適
応
能
力
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
災
害
に
よ
る
住
環
境
の
変
化
へ
の
対
応

や
、
避
難
行
動
、
避
難
所
で
の
生
活
に
困
難
を
来
す
が
、
必
要
な
と
き
に
必
要
な
支
援
が
適
切
に
受
け
ら
れ
れ
ば

自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

な
お
、
要
援
護
者
情
報
の
収
集
・
共
有
に
取
り
組
ん
で
い
く
に
当
た
っ
て
は
、
現
在
の
市
町
村
の
取
組
状
況
に

関
す
る
次
の
①
～
③
の
例
な
ど
を
参
考
に
、
対
象
者
の
考
え
方
（
範
囲
）
を
明
ら
か
に
し
、
重
点
的
・
優
先
的
に

進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

〈
例
〉

① 　

介
護
保
険
の
要
介
護
：
要
介
護
３
（
重
度
の
介
護
を
要
す
る
状
態
：
立
ち
上
が
り
や
歩
行
な
ど
が
自
力
で
で

き
な
い
等
）
以
上
の
居
宅
で
生
活
す
る
者
を
対
象
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。 

② 　

障
害
程
度
：
身
体
障
害
（
１
・
２
級
）
及
び
知
的
障
害
（
療
育
手
帳
Ａ
等
）
の
者
を
対
象
と
し
て
い
る
場
合

が
多
い
。 

③　

そ
の
他
：
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
を
対
象
に
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　

改
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
初
め
て
設
け
ら
れ
た
「
災
害
時
要
援
護
者
」
の
定
義
の
最
初
の
二
段
落
は
、
一
九
九
一
年
度

版
防
災
白
書
の
「
災
害
弱
者
」
の
定
義
と
比
較
す
る
と
、「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
の
認
識
枠
組
み
の
援
用
は
明
ら
か
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各
領
域
で
の
否
定
的
側
面
（「
心
身
の
機
能
障
害
・
身
体
構
造
の
恒
久
的
損
傷
（im

pairm
ent

）」、「
活
動
の
制
限
」、

「
参
加
の
制
約
」）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
環
境
因
子
を
含
む
背
景
因
子
と
の
相
互
作
用
か
ら
認
識
さ
れ
る
も
の
と
な

っ
た
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
，
二
〇
〇
一
／
厚
生
労
働
省
，
二
〇
〇
二
）。

　
「
災
害
時
要
援
護
者
」
概
念
は
、
二
〇
〇
四
年
十
月
の
「
集
中
豪
雨
時
等
に
お
け
る
情
報
伝
達
及
び
高
齢
者
等
の
避

難
支
援
に
関
す
る
検
討
会
」
第
一
回
会
合
の
座
長
挨
拶
や
議
論
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
「
障
害
の
社
会
モ

デ
ル
」
に
基
づ
く
不
利
益
発
生
の
認
識
論
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
二
〇
〇
〇

年
前
後
か
ら
日
本
で
も
盛
ん
に
な
る
「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
に
関
す
る
言
説
（
長
瀬 

一
九
九
八
，
倉
本 

二
〇
〇
二
）

に
加
え
て
、
W
H
O
に
よ
る
障
害
観
の
大
転
換
と
I
C
F
（
W
H
O
，
二
〇
〇
一
／
厚
生
労
働
省
，
二
〇
〇
二
）
の
公

表
と
い
っ
た
思
想
的
潮
流
の
影
響
が
類
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
二
〇
〇
六
年
三
月
改
訂
版
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
提
示
し
た
災
害
時
要
援
護
者
の
定
義
は
、「
心
身
機
能
・

身
体
構
造
」、「
活
動
」、「
参
加
」
お
よ
び
「
環
境
因
子
」
の
全
側
面
か
ら
当
事
者
の
生
活
機
能
を
と
ら
え
、
要
援
護
状

態
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
に
だ
け
与
す
る
の
で
は
な

く
、「
心
身
機
能
・
身
体
構
造
」
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
も
ウ
ィ
ン
グ
を
広
げ
て
い
る
I
C
F
の
枠
組
み
に
、
む
し
ろ
準

拠
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

以
上
の
議
論
は
、
災
害
時
要
援
護
者
の
要
援
護
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
議
論
（
越
智
・
立
木
，
二
〇
〇
七
／
コ
マ
フ

ァ
イ
他
，
二
〇
〇
九
）
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｆ
を
活
用
し
て
個
々
人
と
そ
の
環
境
と
の
相
互
作
用
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
可
能

性
を
切
り
開
く
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
テ
ー
マ
は
本
稿
の
主
題
と
は
外
れ
る
た
め
に
、
稿
を
改

め
て
別
途
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
（T

atsuki, 

二
〇
一
四
）。

と
い
う
「
残
余
的
」
な
対
策
（T

itm
uss, 

一
九
七
四=

一
九
九
九
）
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
。

　
「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
二
〇
〇
五
年
三
月
版
お
よ
び
二
〇
〇
六
年

三
月
改
訂
版
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
公
開
に
よ
り
、
全
体
計
画
、
災
害
時
要
援
護
者
名
簿
、
個
別
計
画
な
ど
の
策
定
な
ど

が
全
国
の
自
治
体
で
一
斉
に
広
が
っ
た
。
二
〇
一
一
年
度
に
総
務
省
消
防
庁
が
実
施
し
た
市
区
町
村
の
と
り
組
み
に
関

す
る
実
態
調
査
で
は
、
同
年
度
末
ま
で
に
調
査
団
体
の
九
八
%
が
全
体
計
画
を
策
定
済
み
か
、
策
定
を
予
定
す
る
ま
で

に
な
っ
て
い
た
。

国
際
生
活
機
能
分
類
（
I
C
F
）
の
影
響

　

災
害
時
に
高
齢
者
や
障
害
者
に
被
害
が
集
中
す
る
原
因
を
、
当
事
者
個
人
の
属
性
に
帰
責
す
る
一
九
九
一
年
度
版
防

災
白
書
の
「
災
害
弱
者
」
モ
デ
ル
が
、
当
時
主
流
で
あ
っ
た
「
障
害
の
医
学
モ
デ
ル
」
に
立
脚
し
て
お
り
、
こ
の
認
識

枠
組
み
の
源
流
が
一
九
八
〇
年
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
国
際
障
害
分
類
（
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ
）
に
あ
る
と
述
べ
た
。

Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
、
二
〇
〇
一
年
の
総
会
で
Ｉ
Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ
の
改
訂
を
採
択
す
る
。
二
〇
〇
一
年
の
改
訂
版
が
国
際
生
活
機
能
分

類
（International Classification of Functioning, D

isability and H
ealth, ICF

）
で
あ
る
。
こ
の
改
訂
は
、
Ｉ

Ｃ
Ｉ
Ｄ
Ｈ
が
障
害
者
の
不
利
益
の
根
本
的
な
原
因
を
生
理
学
的
レ
ベ
ル
に
帰
責
す
る
「
障
害
の
医
学
モ
デ
ル
」
に
立
脚

し
て
い
た
の
に
対
し
て
、「
障
害
の
社
会
モ
デ
ル
」
か
ら
の
反
論
を
う
け
、
こ
の
二
つ
の
対
立
す
る
モ
デ
ル
の
弁
証
法

的
な
統
合
を
め
ざ
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
，
二
〇
〇
一
／
厚
生
労
働
省
，
二
〇
〇
二
）。

　

Ｉ
Ｃ
Ｆ
は
、健
康
状
況
と
健
康
関
連
状
況
に
注
目
し
、そ
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
心
身
機
能
・
身
体
構
造
」、「
活
動
」、

「
参
加
」
領
域
に
お
け
る
「
生
活
機
能
（functioning

）」
と
、
そ
の
背
景
因
子
と
し
て
の
環
境
因
子
と
個
人
因
子
と

の
相
互
作
用
を
も
含
め
て
記
述
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
障
害
（disability

）」
は
「
生
活
機
能
」
の
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と
住
吉
町
に
働
き
か
け
、
と
り
組
み
を
協
働
で
進
め
る
こ
と
と
し

た
。

　

そ
の
結
果
、
二
〇
〇
三
年
七
月
に
こ
れ
ら
二
地
区
で
「
防
災
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
設
立
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
四
年
四
月
に
マ
ニ

ュ
ア
ル
を
策
定
す
る
と
と
も
に
、
各
種
説
明
会
を
地
域
各
所
で
開

催
し
、「
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
理
解
促
進
に
努
め
た
結
果
、

二
〇
〇
五
年
一
月
現
在
、
五
地
区
に
お
い
て
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
設
立
に
至
っ
た
（
集
中
豪
雨
時
等
に
お
け
る
情
報
伝
達
及
び
高

齢
者
等
の
避
難
支
援
に
関
す
る
検
討
会
，
二
〇
〇
五
）。

　

二
〇
〇
五
年
四
月
に
石
巻
市
は
周
辺
の
六
町
と
合
併
し
新
し
い

石
巻
市
と
な
る
が
、
二
〇
〇
七
年
四
月
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
モ

デ
ル
地
区
で
の
と
り
組
み
を
新
石
巻
市
の
二
百
四
十
五
（
二
〇
一

二
年
度
以
降
は
二
百
四
十
八
）
の
全
町
内
会
で
展
開
さ
せ
る
。
図

5
は
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
二
〇
一
二
年
度
ま
で
の
、
災
害
時
要

援
護
者
台
帳
へ
の
登
録
者
数
（
棒
グ
ラ
フ
）
と
市
内
全
町
内
会
に

お
け
る
「
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
結
成
率
（
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
市
内
全
町
内
会

で
の
「
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
結
成
率
は
制
度
開
始
時
の
二
〇
〇

七
年
度
に
は
三
七
%
で
あ
っ
た
も
の
が
、
翌
年
度
に
は
六
二
%
へ

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

登録者数 支援体制
構築率

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

37％

2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

62％ 64％ 69％ 65％ 69％

本庁登録者数 支援体制構築地区/全地区■

図5　
宮城県石巻市における災害時要援護者登録者数と支援体制構築済み地区率の推移

宮
城
県
石
巻
市
で
の
と
り
組
み

　

二
〇
〇
五
年
三
月
に
公
開
さ
れ
た
「
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
初
版
）
に
は
、
具
体
的
な

と
り
組
み
の
手
順
に
加
え
て
、
日
本
各
地
に
お
け
る
先
進
的
・
積
極
的
な
と
り
組
み
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

ト
ッ
プ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
た
の
が
宮
城
県
石
巻
市
の
事
例
で
あ
る
。
石
巻
市
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
公
表
の
二
〇
〇
四

年
度
の
時
点
で
市
内
の
五
つ
の
町
内
会
で
、
町
内
会
長
、
民
生
委
員
等
が
中
心
と
な
り
、
地
域
住
民
に
よ
る
安
否
確
認

や
避
難
誘
導
等
を
行
う
支
援
体
制
（
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
を
設
立
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
と
り
組
み
が
二
〇
一
一

年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
津
波
災
害
時
に
ど
の
よ
う
に
活
か
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
記
述
と
、
東
日
本
大
震
災
発
災
時
の
石
巻
市
八
幡
町
で
の
事
例
を
も
と
に
振
り
返
る
こ
と
に
す
る
。

　

石
巻
市
は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
に
台
風
６
号
が
通
過
し
た
際
、
旧
北
上
川
の
増
水
に
伴
い
、
石
巻
市
で
は
初
め
て
の

避
難
勧
告
を
発
令
し
た
。
し
か
し
避
難
勧
告
が
発
令
さ
れ
た
こ
と
は
知
り
な
が
ら
、
一
人
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、

結
局
避
難
で
き
な
か
っ
た
住
民
が
存
在
す
る
こ
と
が
後
に
判
明
す
る
。
そ
の
た
め
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
の
情
報
の
整

備
と
必
要
な
支
援
の
把
握
が
課
題
と
な
っ
た
。

　

そ
こ
で
市
内
三
百
六
十
九
名
の
民
生
委
員
の
協
力
に
よ
り
、「
①
一
人
暮
ら
し
、
高
齢
者
（
六
十
五
歳
以
上
）
の
み

の
世
帯
等
で
、
寝
た
き
り
等
に
よ
り
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
、
在
宅
高

齢
者
」
や
「
②
重
度
の
障
害
に
よ
り
、
災
害
時
に
自
力
で
避
難
す
る
こ
と
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
、
在
宅
の

身
体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
及
び
難
病
者
」
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
二
年
十
月
時

点
で
、避
難
行
動
に
支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
十
八
歳
以
上
の
者
は
、市
内
全
域
で
千
七
百
八
十
人
と
概
算
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
を
目
的
と
す
る
「
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
結
成
を
市
内
の
緑
町
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て
い
た
十
七
名
に
つ
い
て
、対
応
の
状
況
を
ま
と
め
た
の
が
図
6
で
あ
る
。
リ
ス
ト
に
載
っ
た
十
七
名
の
ほ
ぼ
半
数
が
、

こ
の
よ
う
な
地
域
の
「
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
N
H
K
教
育
テ
レ
ビ
ハ
ー
ト
ネ

ッ
ト
T
V
，
二
〇
一
二
年
九
月
十
一
日
放
送
）。
八
幡
町
の
実
績
は
、
二
〇
〇
五
年
三
月
以
来
、
日
本
各
地
で
進
め
ら

れ
て
き
た
地
域
住
民
主
体
の
個
別
避
難
支
援
計
画
づ
く
り
が
決
し
て
間
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
好
例
と
な

っ
て
い
る
。

　
　
東
日
本
大
震
災
時
の
実
相
と
今
後
の
課
題

　

日
本
に
お
け
る
災
害
時
要
援
護
者
対
策
は
、
二
〇
〇
五
年
三
月
に
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
支
援
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

初
版
が
公
開
さ
れ
て
以
来
、
ほ
ぼ
五
～
六
年
の
う
ち
に
千
六
百
を
越
え
る
基
礎
自
治
体
の
ほ
と
ん
ど
で
全
体
計
画
が
策

定
さ
れ
、
約
半
数
で
は
名
簿
が
整
備
さ
れ
、
二
割
を
越
え
る
自
治
体
で
は
個
別
避
難
支
援
計
画
が
策
定
さ
れ
る
ま
で
に

至
っ
た
（
総
務
省
消
防
庁
，
二
〇
一
一
）。
こ
の
よ
う
な
準
備
態
勢
が
進
め
ら
れ
て
き
た
な
か
で
東
日
本
大
震
災
は
発

生
し
た
。

　

本
章
で
は
、
県
別
な
ら
び
に
市
町
村
別
の
各
種
統
計
資
料
を
用
い
て
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
被
害
が
な
ぜ
集
中
し

た
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
マ
ク
ロ
な
統
計
デ
ー
タ
を
用
い
て
検
討
を
行
い
た
い
（T

atsuki, 

二
〇
一
三
／
立
木
，

二
〇
一
三
）。

と
、そ
し
て
東
日
本
大
震
災
発
災
時
の
二
〇
一
〇
年
度
に
は
六
九
%
に
ま
で
拡
充
さ
れ
て
い
た（
石
巻
市
，二
〇
一
三
）。

　

石
巻
市
内
旧
北
上
川
左
岸
に
位
置
す
る
八
幡
町
は
一
九
六
〇
年
の
チ
リ
津
波
災
害
時
の
被
災
の
記
憶
が
住
民
の
間
で

共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
二
〇
〇
五
年
五
月
よ
り
「
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
を
結
成
し
、
対
象
と
な
る
要
援
護
者
の

リ
ス
ト
作
り
や
避
難
支
援
者
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
に
と
り
組
み
始
め
た
。
結
成
当
初
、
石
巻
市
は
八
幡
町
の
「
防
災
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
に
九
名
の
要
援
護
者
の
情
報
を
提
供
し
た
。
さ
ら
に
民
生
委
員
や
町
会
長
の
判
断
で
支
援
が
必
要
と
さ
れ

る
と
判
断
さ
れ
た
八
名
の
住
民
を
独
自
に
加
え
、
合
計
十
七
名
か
ら
な
る
要
援
護
者
台
帳
を
作
成
し
、
要
援
護
者
一
名

に
二
名
の
支
援
者
を
結
び
つ
け
る
働
き
か
け
を
行
っ
た
。

　

八
幡
町
で
の
と
り
組
み
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
公
表
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
の
時
点
で
、
先
進
的
な
と
り
組
み
で
あ
っ

た
た
め
に
、
N
H
K
の
教
育
テ
レ
ビ
の
取
材
陣
に
よ
っ
て
取
材

が
行
わ
れ
、
翌
二
〇
〇
六
年
一
月
十
七
日
に
「
要
援
護
者
を
ど

う
守
る
の
か
」
と
題
し
て
教
育
テ
レ
ビ
「
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

の
番
組
と
し
て
放
映
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
と
り
組
み
を
進
め
て
き
た
な
か
で
二
〇
一
一
年

三
月
に
東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
。
こ
の
震
災
に
よ
り
二
〇

一
一
年
二
月
時
点
で
の
人
口
が
十
六
万
二
千
八
百
二
十
二
人
で

あ
っ
た
石
巻
市
で
は
、
直
接
死
者
三
千
二
百
七
十
三
人
、
行
方

不
明
者
四
百
三
十
二
人
の
激
甚
な
被
害
が
発
生
し
た（
石
巻
市
，

二
〇
一
四
）。
八
幡
町
で
も
約
九
百
人
の
住
民
の
う
ち
三
八
名

が
亡
く
な
っ
た
。「
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
リ
ス
ト
に
載
っ

ネットワークに
よる援護

家族の自助

制度による公助

不明

Ｎ＝15世帯
　　（17名）

隣人（共助）
による援護

図6　�東日本大震災時の宮城県石巻市八
幡町防災ネットワークの対応
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高
齢
者
の
被
害
率
に
は
性
差
や
地
域
差
が
あ
っ
た

　

図
7
は
、
被
災
東
北
三
県
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

年
齢
別
の
死
者
割
合
（
グ
レ
ー
の
棒
）
と
同
年
齢
の

人
口
構
成
割
合
（
透
明
の
棒
）
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
（
警
察
庁
，
二
〇
一
二
）。
各
県
と
も
、
六
十
歳

代
ま
で
は
人
口
構
成
割
合
に
比
べ
て
死
者
の
割
合
は

低
く
、
六
十
歳
代
以
上
に
な
る
と
死
者
割
合
が
人
口

構
成
割
合
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
結
果
と
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
高
齢
者
ほ
ど
全
人
口
に
占
め
る
同
年

代
の
割
合
を
超
え
る
方
々
が
震
災
の
犠
牲
と
な
っ
て

い
た
。

　

図
8
は
、
十
歳
き
ざ
み
の
年
齢
階
級
ご
と
の
人
口

割
合（
図
7
透
明
の
棒
）に
対
す
る
死
者
の
割
合（
同

グ
レ
ー
の
棒
）
の
比
（
グ
ラ
フ
縦
軸
）
を
年
齢
別
、

男
女
別
、
お
よ
び
県
別
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の
グ
ラ
フ
か
ら
は
、
図
7
で
読
み
取
れ
た
よ
う
に
、

六
十
代
未
満
で
は
人
口
構
成
割
合
に
対
す
る
死
者
割

合
の
比
は
一
以
下
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
六
十
代
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図8　�県および性別の年齢別人口構成割合に対する死者構成割合の比
（対年齢別人口構成割合）

図7　�岩手・宮城・福島県の人口ピラミッドと性別・年齢別の死者割合

出典：警察庁2012年3月6日
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が
群
を
抜
い
て
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
宮
城
で
は
、
施
設
が
海
辺
の
景
観
の
良
い
場
所
に
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
こ

れ
に
対
し
て
岩
手
で
は
高
台
に
、
福
島
で
は
内
陸
部
に
施
設
が
多
く
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
被
害
に
差
が
で

た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
施
設
入
所
者
は
介
護
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り
二
十
四
時
間
体
制
で
見
守
ら
れ
て
い
る
。
立
地
さ
え
安
全
で

あ
れ
ば
、
入
所
施
設
の
方
が
緊
急
時
の
対
応
で
は
職
員
か
ら
の
支
援
が
受
け
ら
れ
や
す
い
面
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
表
２
を
再
び
な
が
め
る
と
、
高
齢
者
向
け
施
設
入
所
者
の
割
合
が
宮
城
で
は
岩
手
・
福
島
と
比
べ
て
若
干
低
い

こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、宮
城
で
は
在
宅
で
暮
ら
す
高
齢
者
の
割
合
が
よ
り
高
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

津
波
に
よ
る
影
響
が
よ
り
多
く
出
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
高
齢
者
の
死
亡
率
の
性
差
も
、
男
性
で
は
高
齢
で
も
在
宅
で
妻
や
家
族
と
暮
ら
す

傾
向
が
強
い
の
に
対
し
、
男
性
よ
り
も
平
均
寿
命
が
長
い
女
性
で
は
、
配
偶
者
か
ら
の
介
護
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
可

能
性
が
よ
り
低
く
、
結
果
と
し
て
施
設
入
所
の
割
合
が
高
く
、（
立
地
さ
え
安
全
で
あ
れ
ば
）
介
護
ス
タ
ッ
フ
に
よ
り

緊
急
時
の
対
応
が
取
ら
れ
て
い
た
、
と
い
っ
た
理
由
で
人
口
構
成
比
上
の
女
性
の
死
亡
者
の
割
合
の
低
さ
が
説
明
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
確
定
的
な
結
論
を
下
す
た
め
に
は
、
県
別
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
統
計
資
料

で
は
な
く
、
よ
り
個
別
の
状
況
が
分
か
る
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

障
害
者
の
死
亡
率
は
全
体
の
死
亡
率
の
二
倍
だ
っ
た
か
？

　

東
日
本
大
震
災
で
死
亡
し
た
障
害
者
（
障
害
者
手
帳
所
持
者
）
の
死
亡
率
が
全
住
民
の
死
亡
率
と
比
べ
て
二
倍
近
く

あ
っ
た
、
と
い
う
報
道
は
、
毎
日
新
聞
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
二
十
四
日
）、
N
H
K
（
二
〇
一
二
年
三
月
六
日
、
二

〇
一
二
年
六
月
十
日
、
二
〇
一
二
年
九
月
十
一
日
）、
共
同
通
信
（
二
〇
一
二
年
七
月
三
十
日
）、
河
北
新
報
（
二
〇
一

を
越
え
る
と
急
に
一
を
越
え
、
七
十
代
で
は
人
口
構
成
割
合
よ
り
も
約
二
倍
か

ら
三
倍
、
八
十
代
で
は
約
二
・
五
倍
か
ら
三
・
五
倍
の
高
齢
者
が
亡
く
な
っ
て

い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
さ
ら
に
性
別
で
比
較
す
る
と
、
高
齢
の
男
性
の
方

が
女
性
よ
り
も
、
人
口
構
成
割
合
に
比
べ
て
よ
り
多
く
亡
く
な
っ
て
い
た
。
最

後
に
、人
口
割
合
に
比
べ
た
死
者
割
合
の
比
は
、東
北
三
県
で
違
い
が
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
高
齢
者
の
被
害
の
割
合
は
、
宮
城
で
最
も
高
く
、
続
い
て
福
島
、

そ
し
て
岩
手
の
順
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
県
別
の
順
位
は
男
女
そ
れ
ぞ
れ
で
同

様
で
あ
っ
た
。
人
口
構
成
比
上
、
何
故
、
高
齢
男
性
の
方
が
高
齢
女
性
よ
り
も

被
害
の
割
合
が
高
い
の
か
、
さ
ら
に
何
故
、
被
害
の
割
合
に
三
県
で
違
い
が
あ

る
の
か
。
こ
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
社
会
的
要
因
が
関
与
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
解
く
手
が
か
り
を
示
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。

　

表
２
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
時
点
で
の
岩
手
・
宮
城
・
福
島
三
県
に
お
け
る

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
や
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
老
人
向
け
施
設
に
入
所
し

て
い
た
高
齢
者
の
数
を
、
便
宜
的
に
七
十
歳
以
上
の
各
県
の
高
齢
者
数
で
割
る

こ
と
で
求
め
た
高
齢
者
向
け
施
設
入
所
者
の
割
合
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
表
の
最
右
列
に
は
、
河
北
新
報
（
二
〇
一
一
年
十
二
月
十
三
日
）
が
独

自
に
ま
と
め
た
被
災
三
県
の
高
齢
者
入
所
施
設
で
被
災
し
死
亡
・
不
明
と
な
ら

れ
た
方
々
の
数
を
各
県
の
施
設
入
所
者
数
で
割
る
こ
と
で
求
め
た
高
齢
者
向
け

施
設
入
所
者
の
被
害
率
で
あ
る
。
こ
れ
を
三
県
で
比
べ
る
と
宮
城
県
の
被
害
率

表2��被災東北3県の70歳以上高齢者数と老人向け各種施設入所者割合

出典：平成22年国勢調査(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001034991&cycode=0)
　　　平成21年度介護サービス施設・事業所調査(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=00
　　　　　　　　　　　　　　　　0001070484)
　　　平成21年度社会福祉施設等調査(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001068770)
　　　河北新報「焦点／被災3県５9ヵ所、津波被害／高齢者施設５78人死亡・不明」2011年12月13日

老人向け施設

県 70歳以上高
齢者数

老人向け施設
入所者割合

介護老人福祉
施設入所者数

養護老人
ホーム

軽費老人
ホーム

高齢者向け
施設入所者
の被害率

岩手県 275,976 2.6% 2.1% 0.3% 0.2% 2.1%
宮城県 386,834 2.0% 1.6% 0.1% 0.2% 5.2%
福島県 384,956 2.5% 2.1% 0.2% 0.2% 0.4%
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表3　東日本大震災で10名以上の死者を記録した31市町村の全体死亡率と障害者死亡率 二
年
九
月
二
十
四
日
）
な
ど
が
行
っ
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
報
道
各
社
が
用
い
た
の
が
、
被
災
し
た
市
町
に
対
す
る
独

自
取
材
に
よ
る
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
た
犠
牲
者
の
調
査
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
独
自
調
査
資
料
の
う
ち
、
N
H
K

福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
現
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
T
V
）
取
材
班
の
資
料
は
、
二
〇
一
二
年
三
月
か
ら
被
災
市
町
に
三
カ
月
間

の
間
隔
で
三
回
の
問
い
合
わ
せ
を
行
い
死
者
数
の
検
討
を
繰
り
返
し
た
と
い
う
点
で
、
も
っ
と
も
精
度
の
高
い
も
の
で

あ
る
。
繰
り
返
し
調
査
の
理
由
は
、
当
初
の
市
町
村
の
回
答
に
は
障
害
者
死
者
数
と
し
て
直
接
死
だ
け
で
な
く
間
接
死

も
含
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
数
字
の
訂
正
が
多
く
の
自
治
体
で
行
わ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
資
料
を
も
と
に
す
る
と
、
東
北
三
県
全
体
の
障
害
者
死
亡
率
は
、
全
住
民
の
死
亡
率
の
ほ
ぼ
倍
近
い
も
の
と
な

っ
て
い
た
と
、
N
H
K
教
育
テ
レ
ビ
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
二
〇
一
二
年
三
月
六
日
放
送
）
や
、
N
H
K
ハ
ー
ト
フ
ォ

ー
ラ
ム
（
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
二
〇
一
二
年
六
月
十
日
実
施
）、
N
H
K
教
育
テ
レ
ビ
ハ
ー
ト
ネ
ッ
ト
T
V
（
二
〇

一
二
年
九
月
十
一
日
放
送
）
で
言
及
さ
れ
た
。

　

筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
番
組
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
に
協
力
し
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
も
関
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
取

材
班
が
調
べ
た
全
三
十
一
市
町
村
の
結
果
（
表
３
参
照
）
の
提
供
を
い
た
だ
い
た
。
表
３
は
東
日
本
大
震
災
で
十
名
以

上
の
死
者
が
発
生
し
た
三
十
一
の
自
治
体
の
全
住
民
の
死
亡
率
と
障
害
者
手
帳
所
持
者
の
死
亡
率
が
比
較
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
表
３
の
最
下
行
を
見
る
と
、
直
接
死
者
が
十
名
以
上
を
記
録
し
た
三
十
一
自
治
体
の
全
住
民
数
（
百

六
十
七
万
四
千
百
八
十
五
人
）
と
死
者
数
（
一
万
八
千
八
百
二
十
九
人
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
と
に
す
る
と

全
体
の
死
亡
率
は
一
・
一
%
と
な
る
。
ま
た
障
害
者
手
帳
交
付
者
数
（
八
万
六
千
五
百
三
人
）
と
障
害
者
死
者
数
（
千

六
百
五
十
八
人
）
よ
り
障
害
者
（
障
害
者
手
帳
所
持
者
）
の
死
亡
率
が
一
・
九
%
と
な
り
、
全
体
死
亡
率
の
ほ
ぼ
倍
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
数
字
が
番
組
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
も
紹
介
さ
れ
た
。

　

表
３
に
は
東
北
三
県
の
被
災
三
十
一
市
町
村
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
障
害
者
と
全
体
の
死
亡
率
が
記
載
さ
れ
て
い
る

県 市町
全体 障害者手帳交付者

被災地人口 死者 死亡率 被災地人口 死者 死亡率
岩手 宮古市 59,442 517 0.9% 3,371 36 1.1%

大船渡市 40,738 417 1.0% 2,268 47 2.1%
陸前高田市 23,302 1,760 7.6% 1,368 123 9.0%
釜石市 39,578 958 2.4% 2,569 64 2.5%
大槌町 15,277 1,229 8.0% 1,012 95 9.4%
山田町 18,625 775 4.2% 1,114 59 5.3%
田野畑村 3,843 39 1.0% 203 3 1.5%
野田村 4,632 27 0.6% 273 2 0.7%
岩手小計 205,437 5,722 2.8% 12,178 429 3.5%

宮城 仙台市* 318,133 734 0.2% 13,432 53 0.4%
石巻市 160,704 3,569 2.2% 7,893 397 5.0%
塩竃市 56,490 46 0.1% 2,997 0 0.0%
気仙沼市 73,494 1,234 1.7% 3,508 135 3.8%
名取市 73,140 911 1.2% 3,749 76 2.0%
多賀城市 62,979 125 0.2% 2,318 17 0.7%
岩沼市 44,198 150 0.3% 1,770 14 0.8%
東松島市 42,908 1,024 2.4% 1,920 114 5.9%
亘理町 34,846 306 0.9% 1,384 23 1.7%
山元町 16,711 616 3.7% 933 54 5.8%
松島町 15,089 16 0.1% 709 2 0.3%
七ヶ浜町 20,419 93 0.5% 882 8 0.9%
女川町 10,051 820 8.2% 605 81 13.4%
南三陸町 17,431 793 4.5% 995 125 12.6%
宮城小計 946,593 10,437 1.1% 43,095 1,099 2.6%

福島 いわき市 342,198 430 0.1% 21,004 35 0.2%
相馬市 37,796 469 1.2% 1,903 23 1.2%
南相馬市 70,895 951 1.3% 4,398 16 0.4%
楢葉町 7,701 69 0.9% 512 11 2.1%
富岡町 15,996 134 0.8% 861 3 0.3%
大熊町 11,511 49 0.4% 565 0 0.0%
双葉町 6,932 94 1.4% 377 2 0.5%
浪江町 20,908 358 1.7% 1,155 23 2.0%
新地町 8,218 116 1.4% 455 17 3.7%
福島小計 522,155 2,670 0.5% 31,230 130 0.4%
総計 1,674,185 18,829 1.1% 86,503 1,658 1.9%

出典：NHK　ETV「福祉ネットワーク」および「ハートネットTV」取材班の調べ、2012年9月5日現在
*仙台市の死者のほとんどが若林区と宮城野区に集中していたため、両区の人口の合計を用いた。
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格
差
を
表
す
指
標
と
し
て
回
帰
係
数
が
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
こ
で
図
9
を
再
度
な
が
め
る
と
、
障
害
者
の
死
亡
格
差
は
宮
城
県
で
倍
近
く
と
大
き
く
（
一
・
九
二
倍
）、
そ
の

一
方
で
岩
手
（
一
・
一
九
倍
）
と
福
島
（
一
・
一
六
倍
）
で
小
さ
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
死
亡
率
を
全
体
と
し

て
合
算
し
た
場
合
に
は
、
全
体
人
口
や
障
害
者
人
口
で
過
半
を
占
め
る
宮
城
県
の
傾
向
（
障
害
者
の
死
亡
率
は
全
体
の

死
亡
率
の
倍
近
く
で
あ
っ
た
）
が
過
大
に
反
映
さ
れ
て
い
た
が
、
県
別
に
よ
る
市
町
村
単
位
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ

り
各
県
の
個
別
の
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

障
害
者
施
設
入
所
率
の
違
い
が
障
害
者
死
亡
率
の
県
別
格
差
を
説
明
し
た 

　

災
害
に
よ
る
被
害
は
、
ハ
ザ
ー
ド
（
外
力
）
と
暴
露
お
よ
び
脆
弱
性
の
三
つ
の
要
因
に
よ
っ
て
決
ま
る
（W

isner 
et al., 

二
〇
〇
三
）。
東
日
本
大
震
災
の
人
的
被
害
（
直
接
死
）
に
関
す
る
市
町
村
単
位
で
の
津
波
ハ
ザ
ー
ド
要
因
や

社
会
的
脆
弱
性
の
影
響
に
関
し
て
は
、
市
町
村
単
位
で
の
被
災
各
地
の
津
波
高
な
ど
の
各
種
実
測
値
と
死
者
・
不
明
者

数
に
つ
い
て
の
報
告
が
震
災
半
年
後
に
は
既
に
発
表
さ
れ
て
い
る
（
鈴
木
・
林
，
二
〇
一
一
）。
さ
ら
に
震
災
翌
年
に

な
る
と
、
震
源
か
ら
の
距
離
、
浸
水
面
積
率
、
地
形
、
高
齢
化
率
や
農
業
・
漁
業
従
事
者
率
（
上
田
，
二
〇
一
二
）、

津
波
到
達
時
間
、
地
域
防
災
計
画
で
想
定
し
た
津
波
高
と
実
際
の
津
波
高
の
比
（
松
本
・
立
木
，
二
〇
一
二
）
が
、
全

体
死
亡
率
や
障
害
者
死
亡
率
を
説
明
で
き
る
と
し
た
研
究
が
専
門
学
術
誌
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
。

　

最
後
に
述
べ
た
松
本
・
立
木
（
二
〇
一
二
）
の
研
究
で
は
、
全
体
死
亡
率
を
従
属
変
数
と
し
た
回
帰
で
は
県
ご
と
に

差
異
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
障
害
者
死
亡
率
を
従
属
変
数
と
し
た
場
合
に
は
県
ご
と
の
差
異
が
統
計
的
に
有
意
と
な

っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
前
節
の
図
9
で
示
し
た
よ
う
に
、
宮
城
県
で
は
岩
手
県
や
福
島
県
と
比
較
し
て
よ
り
多
く
の

障
害
者
に
被
害
が
出
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
総

計
の
数
値
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
細
か
な

検
討
を
行
う
た
め
に
、
三
十
一
市
町
村
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
全
体
死
亡
率
と
障
害

者
死
亡
率
の
関
係
を
散
布
図
に
し
、
そ
れ

ら
の
関
係
を
県
別
に
分
け
て
回
帰
直
線
を

当
て
は
め
た
の
が
図
9
で
あ
る
。

　

三
本
の
回
帰
直
線
は
、そ
れ
ぞ
れ
岩
手
、

宮
城
、
福
島
の
各
県
内
市
町
村
ご
と
の
全

体
死
亡
率
と
障
害
者
死
亡
率
の
関
係
を
要

約
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

通
常
の
回
帰
と
は
異
な
り
、
全
体
死
亡
率

が
〇ゼ

ロ

の
時
に
は
障
害
者
死
亡
率
も
〇
と
な

る
こ
と
か
ら
、
切
片
が
〇
で
原
点
を
通
る

回
帰
式
（
障
害
者
死
亡
率
＝
回
帰
係
数
×

全
体
死
亡
率
）
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
回

帰
式
を
用
い
る
と
、
障
害
者
死
亡
率
は
全

体
死
亡
率
の
何
倍
と
な
る
の
か
、
い
わ
ば

全
体
死
亡
率
に
対
す
る
障
害
者
死
亡
率
の

図9�東北被災3県別の障害者死亡率に対する全体死亡率の単回帰結果
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た
る
二
〇
一
〇
年
三
月
時
点
で
の
各
種
障
害
者
手
帳
交
付
者
数
と
障
害
者
福
祉

施
設
入
所
者
数
を
調
べ
、
そ
れ
を
も
と
に
施
設
入
所
者
割
合
を
ま
と
め
た
の
が

表
４
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
障
害
者
支
援
施
設
お
よ
び
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
に

つ
い
て
は
、
宮
城
の
入
所
者
割
合
が
大
幅
に
低
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
宮
城

で
は
、
障
害
者
向
け
施
設
の
解
体
と
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
を
表
明

し
て
知
事
選
に
立
っ
た
浅
野
史
郎
前
知
事
の
県
政
の
も
と
、
身
体
障
害
者
に
つ

い
て
は
施
設
入
所
率
が
低
か
っ
た
（
す
な
わ
ち
地
域
で
在
宅
の
生
活
を
送
る
人

の
割
合
が
高
か
っ
た
）。
し
か
し
な
が
ら
、
逆
に
そ
の
結
果
と
し
て
、
地
域
で

津
波
被
害
に
遭
う
可
能
性
が
宮
城
で
は
よ
り
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
仮
説
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
仮
説
を
検
討
す
る
た
め
に
、
障
害
者
死
亡
率
に
関
係
が
あ
る
と

報
告
さ
れ
て
き
た
要
因
と
し
て
全
体
死
亡
率
、
ハ
ザ
ー
ド
要
因
（
震
源
ま
で
の

距
離
、
浸
水
面
積
率
、
地
形
区
分
、
津
波
到
達
時
間
）
と
脆
弱
性
要
因
（
高
齢

化
率
と
農
業
・
漁
業
従
事
者
率
の
合
成
変
数
、
最
大
津
波
高
と
想
定
津
波
高
の

比
、
身
体
障
害
者
施
設
入
所
率
）
を
被
災
三
十
一
市
町
村
ご
と
に
ま
と
め
（
施

設
入
所
率
は
表
４
の
県
ご
と
の
も
の
を
用
い
た
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
関
関
係
行

列
を
用
い
て
、
障
害
者
死
亡
率
を
従
属
変
数
と
す
る
ス
テ
ッ
プ
ワ
イ
ズ
重
回
帰

分
析
を
行
っ
た
結
果
を
ま
と
め
た
の
が
図
10
で
あ
る
。

表4　被災東北3県の各種障害者手帳交付者数と福祉施設等入所者割合

　

東
日
本
大
震
災
の
現
場
で
障
害
者
支
援
に
あ
た
っ
た
当
事
者
団
体
や
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
学
会
と
は
離
れ
た

場
で
、
障
害
者
被
害
率
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
と
し
て
東
北
地
方
に
お
け
る
施
設
入
所
率
の
高
さ
を
指
摘
し
て
い
た
。

左
記
は
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
め
風
基
金
理
事
の
八
幡
隆
司
氏
が
二
〇
一
一
年
十
月
二
日
に
行
っ
た
「
東
日
本
大

震
災
か
ら
み
る
障
害
者
市
民
支
援
活
動
と
今
後
の
課
題
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
の
一
部
で
あ
る
。

…
障
害
者
支
援
に
限
っ
て
い
え
ば
、
岩
手
も
宮
城
も
入
所
施
設
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
浅
野
さ
ん
が
県
知

事
時
代
に
コ
ロ
ニ
ー
解
体
と
い
う
こ
と
も
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
浅
野
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
た
ら
コ
ロ
ニ
ー
の

看
板
は
復
活
し
て
い
ま
す
。
ま
っ
た
く
状
況
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。“
被
災
地
障
が
い
者
支
援
セ
ン
タ
ー
”
の

代
表
の
今
川
さ
ん
は
31
歳
の
若
い
女
性
で
す
。
今
回
の
被
災
地
の
大
船
渡
に
生
ま
れ
て
、
家
の
近
く
に
施
設
が
な

い
の
で
盛
岡
ま
で
行
っ
て
寮
生
活
を
し
な
が
ら
小
・
中
・
高
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
地
域
で
す
か
ら
、

こ
の
地
域
の
人
た
ち
は
卒
業
後
も
そ
の
ま
ま
入
所
施
設
に
入
る
こ
と
に
抵
抗
は
少
な
く
、
自
宅
に
帰
る
な
ら
、
介

護
の
必
要
な
場
合
は
親
が
介
護
を
が
ん
ば
る
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
ヘ
ル
パ
ー
を
使
っ
て
生
活
を
す
る
と
か
、
移

動
支
援
を
使
っ
て
買
い
物
に
出
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
の
で
す
（
八
幡
，
二
〇
一
二 

p
．一
三
）。

　

八
幡
氏
と
同
様
の
指
摘
は
、
南
相
馬
市
で
障
害
者
の
生
活
介
護
や
生
活
訓
練
、
自
立
支
援
事
業
を
行
う
特
定
非
営
利

活
動
法
人
さ
ぽ
ー
と
セ
ン
タ
ー
ぴ
あ
代
表
の
青
田
由
幸
氏
も
述
べ
て
い
る
。
二
〇
一
三
年
一
月
十
二
日
に
行
わ
れ
た
第

六
回
全
国
校
区
・
小
地
域
福
祉
活
動
サ
ミ
ッ
ト 

in 
K
O
B
E
・
ひ
ょ
う
ご
で
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
災
害
時
ひ
と
り
の

命
も
見
逃
さ
な
い
」
の
席
上
で
、
南
相
馬
市
で
は
、
全
体
死
亡
率
一
・
三
%
に
対
し
て
障
害
者
死
亡
率
は
む
し
ろ
そ
れ

よ
り
も
大
幅
に
低
い
〇
・
四
%
で
あ
っ
た
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
に
、
青
田
氏
は
「
福
島
で
は
重
度
の

障
害
者
は
地
域
で
暮
ら
せ
な
い
か
ら
」
と
応
え
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
障
害
者
支
援
の
関
係
者
か
ら
の
発
言
に
触
発
さ
れ
て
、
被
災
東
北
三
県
に
つ
い
て
震
災
一
年
前
に
あ

注1）数値は2010年3月現在
注2）身体障害者施設入所率は障害者支援施設入所者割合と身体障害者厚生援護施設入所者割合を合算したものである
出典：平成21年度福祉行政報告例(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001068770)
　　　平成21年度衛生行政報告例(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001068836)
　　　平成21年度社会福祉施設等調査(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001068770)

手帳交付台帳登載数（2009年度） 福祉施設等入所者割合 （2009年度）

県
身体障害
者手帳交
付者数

療育手帳
交付者数

精神障害
者保健福
祉手帳交
付者数

身体障害
者施設入
所率

障害者支
援施設入
所者割合

身体障害
者更生援
護施設入
所者割合

知的障害
者援護施
設入所者
割合

精神障害
者社会復
帰施設入
所者割合

岩手県 46,039 10,141 5.505 3.1% 2.3% 0.8% 9.2% 1.0%
宮城県 50,476 9,285 9,335 0.7% 0.3% 0.4% 17.7% 0.8%
福島県 63,985 14,636 6,620 1.3% 0.9% 0.4% 10.4% 1.0%
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き
か
っ
た
。
し
か
し
、
全
体
の
死
亡
率
と
障
害
者
死
亡
率
の
格
差
は
、
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
し
て
き
た
よ
う
な
二
倍
で
は

な
く
、
約
一
・
一
倍
で
あ
っ
た
。
二
倍
と
報
道
さ
れ
た
の
は
、
他
の
要
因
の
影
響
ま
で
含
め
て
い
た
こ
と
と
、
人
口
で

過
半
を
し
め
る
宮
城
県
の
傾
向
が
過
大
に
反
映
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

　

次
い
で
影
響
力
の
高
か
っ
た
要
因
（
回
帰
係
数　

マ
イ
ナ
ス
〇
・
九
八
三
）
は
身
体
障
害
者
施
設
入
所
率
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
障
害
者
入
所
率
が
一
%
高
く
な
る
と
障
害
者
死
亡
率
を
約
一
%
下
げ
る
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
ま
た
入
所
率
は
宮
城
で
群
を
抜
い
て
低
い
（
在
宅
で
の
生
活
者
が
群
を
抜
い
て
高
い
）
こ
と
が
、
宮
城
県
の
障

害
者
死
亡
率
を
岩
手
・
福
島
よ
り
も
ほ
ぼ
倍
近
く
高
め
た
大
き
な
原
因
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

障
害
者
死
亡
率
に
影
響
を
与
え
る
三
番
目
の
要
因
は
高
齢
化
と
農
業
・
漁
業
従
事
者
割
合
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
高
齢

に
な
る
ほ
ど
身
体
の
不
自
由
の
度
合
い
が
増
し
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
る
者
が
多
く
な
る
こ
と
、
生
業
が

漁
業
で
あ
る
と
沿
岸
部
ぞ
い
に
居
住
す
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
そ
し
て
漁
業
に
し
め
る
高
齢
者
の
割
合
が
高
い
こ
と
、

こ
れ
ら
の
要
因
が
関
連
し
あ
っ
て
障
害
者
死
亡
率
を
高
め
て
い
た
。

高
齢
者
施
設
の
立
地
、地
域
福
祉
・
医
療
の
進
歩
が
被
害
を
大
き
く
し
て
い
た

　

本
章
で
は
、
県
別
や
市
町
村
別
の
統
計
資
料
を
用
い
て
マ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
高
齢
者
や
障

害
者
の
避
難
の
実
態
と
課
題
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
高
齢
で
あ
る
ほ
ど
被
害
率
が
高
く
な
る
と
い
う
福
祉
防
災
学

に
お
け
る
古
典
的
な
命
題
（Friedsam

, 

一
九
六
〇
）
が
今
回
の
震
災
で
も
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に

宮
城
の
高
齢
者
の
死
亡
率
が
岩
手
や
福
島
に
比
べ
て
高
く
な
っ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
原
因
と
し
て

は
、
第
一
に
宮
城
県
内
の
高
齢
者
向
け
施
設
で
は
景
観
の
よ
い
海
辺
に
立
地
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
津

波
被
害
に
遭
い
、
結
果
と
し
て
高
齢
者
向
け
施
設
入
所
者
の
被
害
率
が
群
を
抜
い
て
高
く
な
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。

　

障
害
者
死
亡
率
の
重
回
帰
分
析
の
結
果
を
ま
と
め
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
全
体
死
亡
率
が
高
い
と
こ
ろ
ほ
ど
、

津
波
に
よ
る
浸
水
面
積
が
大
き
い
と
こ
ろ
ほ
ど
、
高
齢
者
や
農

業
・
漁
業
従
事
者
が
多
い
と
こ
ろ
ほ
ど
、
津
波
が
よ
り
早
く
到
達

し
た
と
こ
ろ
ほ
ど
、
そ
し
て
障
害
者
施
設
に
入
所
し
て
い
る
人
が

少
な
い
（
在
宅
で
暮
ら
す
障
害
者
が
多
い
）
と
こ
ろ
ほ
ど
、
障
害

者
の
死
亡
率
は
高
く
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
五
つ
の
変
数
に
よ

っ
て
障
害
者
死
亡
率
の
分
散
の
九
六
・
八
%
ま
で
が
説
明
で
き
、

大
変
に
精
度
の
高
い
予
測
式
と
な
っ
て
い
た
。

　

図
10
に
示
し
た
偏
回
帰
係
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
変
数
が
障
害
者

死
亡
率
に
与
え
る
影
響
の
度
合
い
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
今
回

の
回
帰
式
に
投
入
し
た
説
明
変
数
は
津
波
到
達
時
間
を
除
く
と
す

べ
て
割
合
と
し
て
標
準
化
さ
れ
、
さ
ら
に
原
点
を
通
る
回
帰
式
を

採
用
し
て
い
る
の
で
、
偏
回
帰
係
数
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、

津
波
到
達
時
間
以
外
に
つ
い
て
は
ど
の
要
因
が
障
害
者
死
亡
率
に

対
し
て
何
倍
の
影
響
が
あ
っ
た
か
を
比
較
で
き
る
。

　

そ
の
結
果
、
障
害
者
死
亡
率
へ
の
影
響
が
一
番
強
か
っ
た
の

は
、
全
体
死
亡
率
（
回
帰
係
数
一
・
一
二
九
）
で
あ
っ
た
。
全
体

の
人
的
被
害
が
大
き
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
障
害
者
の
被
害
も
大

図10　障害者死亡率を説明する重回帰式

全体死亡率

浸水面積率

高齢化と農業・
漁業従事者率 障害者死亡率

身体障害者の
施設入所率

津波到達時間
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二
倍
）
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
県
別
の
違
い
は
、
障
害
者
施
設
へ
の
入
所
率
の
違
い
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
こ
と
を
示

し
た
。
こ
れ
は
、
高
齢
者
向
け
施
設
の
場
合
と
同
様
に
、
立
地
が
安
全
で
あ
れ
ば
、
施
設
入
所
者
の
方
が
在
宅
で
暮
ら

す
よ
り
も
災
害
脆
弱
性
が
低
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

障
害
者
に
つ
い
て
も
、
以
上
の
結
果
か
ら
「
障
害
者
は
施
設
収
容
す
る
べ
き
」
と
い
っ
た
意
見
に
筆
者
が
与
し
て
い

る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
前
述
の
ゆ
め
風
基
金
理
事
の
八
幡
氏
の
発
言
に
も
あ
る
よ
う
に
宮
城
県
の
知
的
障
害
者
の

入
所
率
の
高
さ
は
、
浅
野
史
郎
前
知
事
の
提
唱
し
た
コ
ロ
ニ
ー
解
体
宣
言
に
対
す
る
、
そ
の
後
の
揺
れ
戻
し
（
撤
回
）

に
よ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
の
根
拠
と
な
っ
た
の
は
、「
地
域
で
の
受
け
皿
づ
く
り
が
準
備
で
き
て
い
な
い
時
に
施

設
だ
け
解
体
す
れ
ば
大
変
な
混
乱
が
起
こ
る
」
と
い
う
論
法
で
あ
っ
た
と
聞
く
。
た
し
か
に
今
回
の
震
災
で
は
、
施
設

入
所
者
の
方
が
在
宅
の
障
害
者
よ
り
も
震
災
の
被
害
は
小
さ
か
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
地
球
規
模
で
拡
大
し
て
い
る
理
念
で
あ
り
、
当
事
者
を
社
会
的
に
包

摂
し
て
ゆ
く
こ
と
は
大
き
な
時
代
の
流
れ
で
あ
る
。
地
域
で
の
受
け
皿
づ
く
り
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
は
障
害
者
を
隔

離
し
て
お
く
こ
と
を
正
当
化
す
る
理
由
と
は
な
ら
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
な
お
の
こ
と
障
害
者
が
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

包
ま
れ
て
暮
ら
せ
る
し
く
み
を
つ
く
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

隔
離
さ
れ
た
施
設
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
の
な
か
に
当
事
者
を
包
み

込
む
し
な
や
か
な
強
さ
を
持
つ
こ
と
。
こ
れ
が
、
高
齢
者
や
障
害
者
を
守
る
大
き
な
ち
か
ら
と
な
る
こ
と
を
、
私
た
ち

は
教
訓
と
し
て
学
び
取
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
思
う
。

さ
ら
に
第
二
の
理
由
と
し
て
、
宮
城
県
に
お
け
る
在
宅
高
齢
者
の
割
合
が
他
の
二
県
よ
り
も
若
干
高
く
な
っ
て
い
た
為

に
、
災
害
脆
弱
性
が
施
設
（
安
全
な
立
地
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
が
）
入
所
者
よ
り
も
高
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
た
。
そ
し
て
、施
設
へ
の
入
所
の
割
合
の
男
女
差（
平
均
寿
命
の
長
さ
の
ゆ
え
に
女
性
の
方
が
そ
の
割
合
が
高
い
）が
、

高
齢
者
の
死
亡
率
の
男
女
差（
男
性
の
方
が
高
か
っ
た
）を
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。

　

以
上
の
結
果
を
も
と
に
し
て
、「
高
齢
者
は
安
全
な
立
地
の
施
設
に
入
所
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
っ
た
考
え
に
筆
者

は
与
し
な
い
。
む
し
ろ
、
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
は
、
隔
離
さ
れ
た
施
設
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
よ
っ
て
高
齢
者
を
守

る
の
で
は
な
く
、
地
域
に
お
け
る
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
を
通
じ
て
高
齢
者
を
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
り
命
や
生
活
を
支

え
る
と
り
く
み
を
、
在
宅
福
祉
・
地
域
福
祉
の
一
般
施
策
と
し
て
も
っ
と
積
極
的
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考

え
る
。
前
章
で
紹
介
し
た
よ
う
に
震
災
に
先
立
つ
二
〇
〇
五
年
五
月
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
と
り
組
み
を
進
め
て
き
た
宮

城
県
石
巻
市
八
幡
町
で
は
、
地
域
の
要
援
護
者
リ
ス
ト
に
載
っ
た
十
七
名
の
ほ
ぼ
半
数
が
、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
防
災

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
八
幡
町
の
実
績
は
、
現
在
、
わ
が
国
の
各
地
で
進
め
ら
れ
て
い

る
地
域
住
民
主
体
の
個
別
避
難
支
援
計
画
づ
く
り
が
決
し
て
間
違
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
好
例
と
な
っ
て
い

る
。

　

障
害
者
へ
の
と
り
組
み
で
も
結
論
は
同
じ
で
あ
る
。
市
町
村
単
位
の
障
害
者
死
亡
率
に
影
響
を
及
ぼ
す
要
因
の
重
回

帰
分
析
か
ら
、
津
波
浸
水
面
積
や
到
達
時
間
と
い
っ
た
ハ
ザ
ー
ド
要
因
の
影
響
と
は
別
に
、
障
害
者
死
亡
率
は
全
体
死

亡
率
の
一
・
一
倍
で
あ
っ
た
こ
と
、
施
設
入
所
率
が
一
%
高
い
と
障
害
者
死
亡
率
が
一
%
下
が
る
こ
と
、
高
齢
化
率
と

農
業
・
漁
業
従
事
者
率
が
高
い
と
障
害
者
死
亡
率
が
高
く
な
る
こ
と
、
な
ど
の
社
会
的
脆
弱
性
に
関
す
る
要
因
の
影
響

を
確
認
し
た
。

　

ま
た
、
障
害
者
死
亡
率
も
宮
城
で
高
く
（
全
体
死
亡
率
の
約
二
倍
）、
岩
手
・
福
島
で
低
い
（
全
体
死
亡
率
の
約
一
・
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第 7 章

者
と
高
齢
者
の
死
者
発
生
因
に
関
す
る
研
究 
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書
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（
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災
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（
報
道
資
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